
発行　静岡県くらし・環境部 くらし交通安全課
電話　054-221-2104

自転車による
重大交通事故発生！

自転車も「車両」の仲間です

                         

★　自転車は運転免許が不要で、身近で便利な乗り物ですが、

　公道を走行する際は、自動車と同様に交通ルールの遵守が必要です。

★　信号無視、一時不停止等、自転車の交通違反は重大な交通事故につながる

　おそれが高いため、絶対にやめましょう！

高校の先生から、４月から自転車の交通違反も
青切符を切られてしまうって聞いたんだけど・・
シロクマグランマさん本当なの？

本当だよ。今年の４月から、16歳以上を対象に
自転車の交通違反に「青切符」が適用されることになりました。
「ながらスマホ」等の違反が対象になるよ。

今まで以上に交通違反に注意して自転車に乗ります。

そうだね、交通違反は重大な交通事故につながる
から、注意して運転してください！
青切符制度の詳しい内容は右のQRコードを確認してね。

（出典：静岡県警察ｳｪブサイト）


